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」i（つづき）‘1　・　　　　∴治・：三．丁．・…：，・’鋪，．㌍六門碧≡湊蜜

　さて，このような重罪被告でありながら恰も無期囚であるかのような癒抑麓

的であるとは言え「慢性で安定」してはいる心理状態もぎナが江公判が始まれ

ば一変することが予想さ淑趨捉予審撫似窺以オの心理鰍鍵剛埴分の

「事件はごく簡単なものだ」．（92ジとじ、う「一度｛6裁判にががらたことがな恒⊥
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らである。確かに「裁判の推移」につれて彼の情動は激しい変化を見せてい

る。だがよく見るとそれは決して「判決」そのものへの期待や危惧に因ってい

るのではないのだ6、それ1．：，既に指摘したことだが，彼の無意識に潜在する一

体化願望の昂まりや幻想的一体感の破綻に由来しているのである。では何故公

判中においてそのような願望が急激に昂まり又その反動として幻滅が激化した

のか。原因は「人間関係」の変化である。予審期間中の人間関係は限られ固定

的で，又牛的鉢のであり，「硫んelt・，…A・・tは僕個入の1となどに関心を

持ちはしない」（119）のであつた。予審判事もすぐに却レソオ「に興味を持た

たくなり」（101），拘禁者達にとって彼はあくまで「他の〔囚〕人達」（111）と

変りのな咽人のひ・りにすぎな力鱒・箪｝剛捌酔「大家族」の中の名

も無い一員として，「家族の一員」（IQ2），として「従順⊥に振舞ってさえいれぱ

「誰も〔……〕意地悪しなかった」（102）のである。ところが，公判に入ると法廷

の「人ごみ」と「すべてのさわぎの原因」が今や彼「個人のこと」（119）なの

だ。「皆僕を見詰めていた」Cl．1g）ので1ある。又彼の方も一変した環境の中で

「これまでの生涯で一度もその機会がなかった」ので「訴訟を見ることに興味

を持っている」（118）のである。更に検事はのっけから「意地悪な」（125）様子

を貼る・・の衆人騨と四醒脚中で肪で牢麺ムノvソオの対人的不

安と一体化への欲求が活性化したとしても不思議はあるまい。だがそうだとす

る・彼は一加おいては「樽嘩9をぺこ準覚える興味はなが続き
しない」（140）と言い，又他方ee　lsいては「自分の独房にもど」（148）りさえす

ればこうした衆人の「意地悪」で穿馨好きな「注視」（149）からも逃れること

ができると考えているのであるから，結局彼の公判中に示じた「急性で不安定

な反応担ま殆ど独房から法廷へという環境の突然の変化がもたらしたものでジ

「訴訟9乏の結棊如何鑓ぬ斥興味♪塔」ζる｝轡蓋ち｝讃甚泥少，ない1と言わなければ凝

　らな心茜二〇品仁㌍ば1・1董ぷ：〉’一←ie・ね5ぼ：ノじ’に！し己・’・・ニドゑ｛訊吉］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　カミュ「異邦人』における「無関心」（鈴木）

　予審中に見られたよう｝な声自分を’「余計者で，1揚ちがいのとζるに入りこ、ん

だ人間」（i26），1と看倣して自分が重罪被告であるどがう規美を香認じまう、と、す

る態度も又一貫して認められる。法廷の「ざわめき」には「町内のお祭り」を

連想するし，初犯の重罪被告としては正常な反応である「怖気」を否定じ「そ

れどころか，ある意味では，訴訟を見ることに興味を持っている」∀（118）と，

「被告席にいてさえ，自分のことを人が話すのをきくのは，やはりおもしろい」

（139）’と言う。こうした面白半分の「興味」が尽きたときの「飽き」（140）に

ついても語る。又裁く者達が彼のうちに「もとめているのは，こっけいなと．こ

ろではなくて，犯罪」なのだが彼は「その違いは大したことではない」て119）’

と思ってもいるのである。　　　　　’　一．　tt　：t’：，、＿、．

　このように環境の変化によって暫く：／の澗自分と他人がお互いに好奇心と不安

の的になるという事態での情動の㌍頻り・の動揺を除けば〆公判中のムノレソオの

基本的な心的態度は予審虫のそれと変りがないのである。ただ予審中と異な

り，周囲の「意地悪」が彼にはっきりと意識されている分だけ一体化欲求は強

化されようから，それだけ又幻滅と落ち込みも激しいことになり，心理的な引

き籠もり，・＝抑薔状態の一層の憎悪が結果するであろうことは予想に難くない。．

実際この欝の悪化を彼の時間意識の変容のうちez認めることができる。鯵の深

まりとともに起こる時間体験の変容については次のように言われている。1「時

間感覚にも変化が生じ，う一つ病期中の出来事は最近のことでも『はるか昔』．に

おこったことのように思えます。過去の追憶が湧出してくることが多く，．その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（245）
内容はすべて暗く抑うつ的枠づけがなされています。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裁判も終局に迫りつつ

をるとき，ムノレソオは次のような感慨を洩らしている。．「僕の魂にっいて語ら

れたこれら長々しい演説のすべて，．，これら果てしない日々のすべて，・時間のす
　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　ロ　ら　　　　　　　　　　　ロ　　ゆ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　　

べてのおかげで，僕は何もかも色の槌せた水に似たものになラてしまい，，そζ

で眩量を感ずるような印象をうけた。・・’．　％一しまい1巳は，、僕はただ傍聴席と法廷の

響を忌緬躍士力灌濾願騨潤㌫劔麟輌鱒瞭勤難．
まで響いてぎたことを思蟻嘩究藝域渥鐸儀は夢は宰自分gもの麺却潰演鵬蟻
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1しかしそこ蔭．も力とも貧弱だがもっとも長続きのする歓びを見出してきた生活

の，’ふ乎ふ奇あ息ふ由に襲われたo（・…；’i’〕ヤ僕がこごで「し「ている無益なdとのす

べてが，咽喉につきあげてきた。僕はただひとつ，このお喋りが終って，自

分の独房にもどって眠ることだけが待ち遠しかった。（傍点は鈴木，以†同じ）」

（148）欝の深化とともに現在の現実から心理的関与が撤収されると，現在の

現実は「無益なこと」として放榔されて，単に空間的に疎々しいものとして表

象されるのみならず，．時間的1とも遙か過去のこととして表象される。それ故

に，弁護士によって「公判は二，三日しかつづかないだろうと断言」（117）され

ているにも拘らず，ムルソオはまるで「最初の日と同1）様子」（149）の日々が

延々と繰り返されたかのように「これら果てしない日々のすべて，時間のすべ

て」と言うのである。そして，一方でこのように現在の「無益な」現実が「は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの
るか昔」に遠退けられ，他方で「生命的感情の低下」としての抑彬が未来への

志向を失わせると，その後に生ずる「空虚上（71）・な現在を充たすものとして

「かずかずの思い聞が隅劇してくるのである・確かに彼の想起する「過

去の追憶」は’「暗い抑うつ的枠づけ」を持っていないし，それどころかそこに

は「歓び」すら含まれている。この事実は一見するところでは，先の彬病期の

「追憶」の一般的記述に外れ彼の気分基調を「暗い抑うつ」とする判断の修正

を迫るものであるかに見える。しかしその必要はないように思われる6何故な

ら，重度の抑欝において想起される「追憶」が「すべて⊥暗い色調に染あ抜か

れているとしても，その一歩手前においては抑欝の暗々たる厚い雲もなお一条

の光が地表に射し入るのを許すことがあろうからである。この傷倖としての一

筋の光に照し出された一点の明るい「追憶」こそ欝病者が自らを救い出すよう

に鼓舞する最後の希望の星なのである。実際，暗い現在に対比して明るかった

畦を髄ナ議在唖縮ゐ蜘競暗とξ≡鷲巌醐猷蘇
あってこめ患者は「私の心は絶望で一杯だσいつかはふたたび生活め歓びを味

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆり
わ募ご苫が鰹ぎ：るこめだろう±かぶ太陽曝輝いて二い：ゐのに私の心は空虚だ土と言

　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゑの

い，泊済の笙涯臨民泌督幸福嚥邪気だつた時期」をなお・「記億の中に」・1

　146　　　　　　　　　　　　　　　　－Z7．’一



　　　　　　　　　　　　　　　　　カミュ『異邦人』における「無関心」（鈴木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（250）
留めてい克。．確かに，．「自己非難」，や「自殺発作」1、の伴ケ更に重度の抑穆状態ぺ

｝と落ち込むためにはつ現在の「歓び」1ぱ勿論未来に一噸の望みを繋がせる明る

い「追憶」も「すべて」，少なくとも意識の領野からは排除されなければなら

ないだろう。例えばこの患者が言うようなことが，「恵魔が私のそばについて

　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　（251）
いて，すべてのものに対する喜びを台無しにしてしまう」というようなことが

起らなければならないであろう。ムルソオの抑薔状態は未だここまではいbて

いない。だが，彼の想起する過去の「歓び」も彼の「生命感情の低下」を食い

止める力はなく，、むしろそれとの対照において現在を「色の槌せ．た水に似たも

の」に見させ，1彼の現在の現実からの逃走を正当化する役割を果たしているこ

とに注意すべぎであろう。「ここでしている無益なことのすべて」と言うか・ら

には，現在の現実を非現実化する、「過去の追憶」も又「すべて」の中に含まれ

ている筈である6だからζそ彼は最後には「ただひとつ〔……〕自分の独房に

もどって眠ることだけ」「を望んだのである。次第に抑欝の深みに嵌まり込んで

いく人間にとって，．．現実のすべてが「無益なこと」と映ずるときに覚える「眩

量」や「咽喉につきあげて」くる衝迫の果てにある精神錯乱に陥ることから自

らを救う「ただひとつ」の方法は「眠ることだけ」なの℃“あろう。　　t、　一

　さて，最後に死刑囚ムノレソオの時間体験を問わなければならない。死刑囚の

拘禁状況は無期囚とは勿論重罪被告のそれとも根本的に異なるところがあるピ

「彼ら〔死刑囚〕の人生は二十四時間ないし四十八時間に制限され，・彼らはそ

の最後を；ttジャネによれば現在と強い感情的関係を持っていると言われる、『近

い未来』に予期せざるを得なくなる6『〔：…・・〕要する．に彼らは，毎朝の死△め辛

い期待と，、長い拘禁期間申におけるこの期待の反復という；二重の困難の前に
　　　　　　　　　（252）
立たされているのだ。」ここに述べられているのは日本の死刑囚の拘禁状況で

あるが，「彼ら〔死刑執行人〕がやってくるのは夜明けだ」（158）一と言っている

から死刑囚ムノレソオもほぼ同様の状況に置かれた．と見てよいであろう。、このよ

うな状況下における死刑囚⑳拘禁反応は工“わ｝鍾罪被告の法れの継続発展小

であるが，．後者との相違を示童特徴遷じて反応性躁状態が挙ぱられる、謡蔭劔曝

　　　　　　　　　　　　　　　　一貿8－　　　　　　　　　　　．蝦・
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「疑腐蜘囚の蜘鮪な：も碗あ；t’て，陸・・靖者は駆しく・多弁で；

歌い㌧笑い仁冗談を乞’tまし，1全ぐ抑制を欠いて興奮じ続ける。’〔……〕死刑囚

には一般に一種の多幸的気分が支配的であって，うつ状態よりもむしろ優勢な

傾向である、も賊劉又死刑囚の「独特嫡間繍を特鮒け醜の

は「現在の空虚，そして未来における閉所恐怖」であり，これが死刑囚におけ

る「典型的（あるいはもっとも極端な形であらわれる）時間の変容なのであ

る。」「未来における閉所恐怖」‘とは「時間における閉所恐怖」とも言われ，，

「時間がない，．やるべきことがたくさんありすぎる。忙しすぎて動きがとれな

いという恐纈’である．「現在の空虚」の概念V・ついては既に説明済みであ

る。

　、このべ「現在の空虚」と「未来における閉所恐怖」という二つの要素が相侠つ

ところに生ずる時間体験は，例えば実在の死刑囚自身によって次のように説明

されている。「死刑の執行が間近いと；駄ツと毎日毎甘がとても貴重なのです。

一
日，一日と短い人生力§過ぎていくのカミ早すぎるように思えますd〔“…・〕もう

いくらも時間が残うていない。だから急がなければならない。それにしても社

会ICいるとき，・なぜ時間をもっと大事にしてかからなかったのかと，くやまれ

てなりません。〔・…・・〕過ぎ去った年月は早かった。一年が一目よりも短いくら

いだ。老tL’iib，（，，いまというときはなにか不思議です。いまこうやって先生

〔小木〕と話していても，・私は死人の世界にいるのです6だからすべてが現実

的でなく夢のように過ぎてしまいます。⊥この一節にす・ぐ続けて付されてい

る「この時間体験の特徴は・なによりも体験された時間が極度に圧縮されてお

り力残りた人生に対する態度が躁的反応以外のなにものでもありえないことを

示してい笥・どいう小木の所見は，おそらく自説の「多幸劇死刑囚のイメー

ジに禍されて事柄の一面しか見えなかったのであろうがゴ『「それでいて」とい

う言葉を境とルて死刑囚の気分が著しく変化している・ことを見逃すものであ

る講謄裟稔い家割奪以華の後糸部の気分は姫死爽のi世界」という凄現が用い、ら

れ竃俗るときろ雇端的に窺われ瀞まう遁抑欝気分以外のなにものでもありえな

　泌　　　　　　　　　　　　　一・’・z9　；一



　　　　　　　　　　　　　　　　　カミゴ『異邦人』における「無関心」（鈴木）

Wそtて又翻って前半部に目をやれば，確翻礁躁感が濃厚に認めちれる

が；’過去が「ぐやまれてなりません」という言葉からする：と〉それが「躁的」

に見えるとしても見掛けのことにすぎず，そうした外見に隠されて見えない欝

が死刑囚の気分の本体であり，それが彼を焦躁に駆っているのだと考えるごと

ができるのではあるまいか。つまり，死刑囚において「支配的」に見える「多

幸的気分」は顕在的な前景あるいは図にすぎないのであって，これを支えるも

のは，真に「優勢な傾向」は潜在的な後景あるいは地としての響であるとい

うことなのだ。この死刑囚の心理の歯としての躁と地としての嘗という両極的

羅は林の謙そのものの轍討、林、・自説の論搬して提出している死

刑囚達の証言を仔細に吟味するこどによつて論証可能なご・とであるが，その

作業は別稿に譲るとして，’ここではこの項の主意である虚構の死刑囚ムクレソオ

の時間体験の理解に資する限りにおいて，以下簡単に小木説批判を試みておこ

う。

　「現在の空虚」．と「時間における閉所恐怖」との間には一見するところ矛盾が

あるように思われる。というのも，「毎日がとても貴重」なので「時間をもっ

．と大事に」扱うとすれば「現在の空虚」は生じないのではないかと思われるか

らである6死刑囚の時間体験の特徴として両者がどうして並び立ちうるのか，

両者はどbように関連付けられるのか，この点について小木は何も説明してい

ない。　　　　　　　．　　　　．　　　　・、”亨”　　　H　「t一

　上に挙げた死刑囚の証言が引証されているのとは別の著書の中で，．小木はや

はり同、じ証言の前半部を紹介した後これを次のよう、に敷桁して一いる。「多くの

死刑囚は，短歌，俳句，執筆；読書，．おしやべQと忙しく日々をすごしてい

る。ぼんやりどして無為に日を送る者はわずかである6”彼らは，残りすくない

人生を，・大急ぎで有効に使おうと精出しているかのようである。躁状態にあ．o

て溢れるような連想と多弁で動きまわる者は・言わば『濃縮された時間』を生

き塾瞬のだ・、それは勲鶴麹受カミ桑く・無、鯛陸鰻勲空閲願瓢

も・ご襖・空間に〉圧繊麺嚇撒麟織雄蜘嶋鯛鯉織
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徴必された一「ゑずめ．ら1れた時閲」，蜜の対照の妙から死刑囚：¢）時間体験の特徴

を「濃縮された時間」としたのであろうが，’これは誤解を招きやすい表現であ

る．。何故なら，それは生の内容の濃さ，充実を連想させるが，表面上の活発さ

1ま必ずしも生の内容の充溢を意味するものではないからである。小木自身も同

，じ死刑囚にっいてその「晦薄な態度」を指摘し，その躁的気分を「軽挑な態度

や多幸昧劉と評して1・・る、だとすれば，躁的活動性噸の鰍で時間を

「大事に」することとは必ずしも一致しないのであって，むしろ「現在の空虚」

をこそしばしばもたらすものなのではなV・であろうか。実際小木が死刑囚の時

間体験に与えている二らあ総括はζのような推測の確かさを証してくれるもの

である。「死刑囚は，ノイローゼになることによつて死を忘れるのである。そ

こにある濃縮された時間のなかで，彼は，陽気さと病的な気ばらし一多忙と

多産と運動過剰一をつくりだす。躁状態になることによって，つまり毎日を

動きの多い生活で充たすことによって，やっと彼は死刑よりのがれるのだ。気

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの
：ばらしは彼らにあっては拘禁ノイロごゼそめものなのだ。」　ここでは，死刑囚

の躁的活動性は「病的な気ばらし」にすぎないと明言されている。更に死刑囚

の丁気ばらし」は「拘禁ノイロFゼそのもの」であるとも言われている。とい

うことは，死刑囚の躁的活動性なるものは，「いくらも時間が残っていない」

といケ自己の置かれている現実の状況の客観的認識に発する「現在の空虚」へ

の感劉から魂勧尭実を志向するところから生ずるか硯えながら，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの
の実「現在を現笑に生きることよりも，むしろ現在そのものからめがれる」

ことを目差すという彼の根本的な心的態度に由来するのであり；躁的「防衛

環已めであるということだ。死刑囚における「現在の空劇と「時間にお

ける閉所恐怖」・の相関性は今や明らかで：あろう。「残りずくない人生を・大急

ぎで有効に使おうと精出しているかのよう」な外見の奥底には「現在の空虚」

を「好ん⊇蟹］ぶという根本的自閉があるのである6そのように考えて初めて

勉酬囚確計後緋璽脚齢⑰“撚ゐ・「すべて醐実的でなく
勘よう蹴翫じ劃、うと：いち順搬祷ろあも，彼が初めから1現実を
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　　　　　　　　　　　　　　　　　カミュ『異邦人』における「無関心」（鈴木）

回避する態度を根本的に択づ．ているがらなのであるポ○，’：一、1．一”　’1・1．．一「

．l

tさてジ第皿部最終章の死刑囚ムルソオに目を転じよう6死刑判決が下つてか

ちどれだけの丹日が経っているのか。公判が始まっ・たとぎは既に「夏」で，

「廷期は六月一杯で終ることになっていた。」（117）そしてムルソオが司祭の四

度目でおそらくは最後の面会を受けることになるのが「夏の夕方」（161）であ

る。勿論最終章の中でも，冒頭でムノレソオが「三度目には，’僕は刑務所付司祭

の面会を拒否した」（152）と言ってから中程で「僕がまだもう一度司祭の訪問

を拒絶したのは，こういう時間のことだった」（161）と言うまでにはどれだけ

とは分らぬ時が経過しているわけであるが，「三度目」の面会を断わられた司

祭が四度目の「訪問」を試みるまでにそれほど、目数が経ったとは思われない。

そして最終章終結部のムルソオの「解放」．はこの司祭の最後の「訪問」のあう

た日の夜起ぎたごとである。どすると，最終章全体は或る「夏」の二，三カ

月の間の出来事を描いたものであるということになろう。この「夏」と公判の

あった「夏」とはおそらく同じ年の夏である。というのも，ムノレソオは司祭の

最後の訪問を受ける日までは死刑が執行される「明け方」とともに未だ丁上

訴」（158）のことを考えているからである。結局最終章は死刑判決を受けてか

ら数カ月以内のムノレソオの心境を描いたものと言うことができよう。

　小木は「拘禁初期や，判決の直後にあらわれることが多い」という「反応性

　　　　　　　　　　　　　　むほラ
抑うつ状態」あるいは「悲哀気分」を指摘している。又一審で死刑判決，二審

で控訴棄却の判決を受けた或る死刑囚の感慨を，丁裁判なんか馬鹿馬鹿しいと

思っていた」が，控訴棄却となった瞬間「今まで平気でひとごとみたいに思っ

ていためがs自分のことになつたという気持」，「取り返しのつか1ないこ．とを
　　　（266）
した気持」を伝えている。・既述のようにムノレソオが死刑判決後の「独房」（152）

で示す著しく内省的な態度は深い抑彰気分を背景としている。それは彼が司祭

の面会を「拒否」することに始まり「彼らはもう僕と何め関係もない」（162）、

・と心の中廼全ての人々吉◎係わりを断Dに至盗欝的：自閉とも言葱る心理状態に

如実に窺われゐことである。氾劇鑓の抑薔状態は，三洗潅予審期間申及び公判

一一・ 82・，一 151．・



中の彼に一貫して認められた抑彦状態の延長玉にお“て了解可能であるから，

特繊刑wuza後の「気分の難㈱ち璃ヨと解る頓｝まないであろう・ヌ

彼が「取り返しのつかないことをしたという気持」を表わしていないことも彼

の抑欝状態が判決直後に陥るとされている「反応性」のものでないことを示し

ていよう。これまでに推定された彼の潜在的な自己処罰欲求や死の願望からし

ても死刑判決そのものが彼の「悲哀気分」の引き金になったとは考え難いこと

である。ただ無意識裡に願望することとその実現を現に眼の前にすることとは

別のことである。だから彼も死を目前にして、「ごく当然」の「恐怖」（164）’を

抱くであろう。又想像裡に想い描いていた状況と現実のそれは必ずしも一致し

ない。だから彼も判決前は裁判など「馬鹿馬鹿しい」と明らか？こ思っていたの

だが，判決後は「どうして僕は知らなかったのだろう。死刑執行ぐらい重大

なものはなく，結局のところ，．，これが人間にと⇔で真に興味のある唯一の事

なのを！」（155）と言．って，目が覚めたよう．な思いをその口吻に示すのであ

るo．i・∀、・パ、’・・’．，　．ご一「・1・1一　　二　’”一’　　・　　　　・　　　　’～

　死刑囚ムルソオの時間体験は通常の死刑囚のそれに一致しているであろう

か。彼の基本的態度は丙省であって「多litと多産と運動過剰」という躁的活動

性は認められないようである。だが既に指摘したように，外見は本質的なも

のではない6要は彼の時間意識に死刑囚特有のものが見出せるかどうかであ

る。と考えて調べると，予審期間中のムノレソオは「問題のすべては〔…一〕時

を殺すことであ⇔た」（112）と言っていたのに，死刑判決後はこ「時間が足りな

い上（164），「もう時が少ししかのこっていない〔……〕それを神のことなどで

無駄にしたくなかった」（168）と司祭に繰り返して言っていることに気付く6・一

これは先に引い一た実在の死刑囚の「もういくらも時間が残っていない。だか

ち急がねばならない」という時閲意識と同一のもの。で’ある。だがムルソオ、に

は「軽挑な態度や多幸的気分」は認められない。．．1’

5漬意草注昼されるのぱ小木が死珊囚の藏応性躁状態の特徴を抑制が利かない

牽鑑灌灸Ω変夢易さにある乞堤丈恒萢遷とで・ある。うまり囚人は：Eまったぐ抑
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制を091y：Nて興奮しつづけ渇」、ヵミ，：又「この反応性躁状態において特異な法と

は1・・の状態が外界の躍をうけて変りや網いことなのである．。〉。財の

ひたすらな内省的態度には，それがたとえ「濃縮された時間」意識に駆り立て

られた活動性が内向したものであるとしても，躁状態における思考の特徴であ

る抑制が利かないあるいは支離滅裂な観念奔逸は認められない。彼のT省察」

の筋道はヂ既述のようにその前提に誤りがあると｛ま言え，余りにもと言える程

首尾一貫したものである。又「抑制を欠」くということは自己を統御するカが

ないという』こ・とだから当然「外界の影響をうけて変り、やす」いどいうことにも

なるのであるが㌧この自己を統御する力をζれまた執拗にとも言える程彼は保

持し続ける。彼は「不意打ちを食うのは呈いつ圭好まなかった。、なにかが僕

の身におこるとき，その用意をしていたかった」（15＆159）と言う程に意識的

であり，「この〈だがら〉が論理に、おいて持つすべての意味を見失わないこと

だ」（160）と言う程に理性的且つ意志的なのである。確かに「人はいつも理性

的ではいられない」（155）から，彼も「万が一」の「可能性」や「仮定」1（155）

で誘う「想像力」（158）に引きずられて，「毒々しい歓喜」（155）や「狂気じみ

た歓喜」（161）に思わず身を任せてしまうごどはあるb・しかしその「寸瞬間の

後」にはすぐと「それは理性的（raisonnable）ではない。こういう仮定に身を

まかせるのは間違いだった」（155）と反省するのである。’

　又，ムルソオがもはや「追憶」に耽ろうとはしないことも注目してよいこと

である。彼はもう予審期間中におけるように意志的記憶の力で「事物」の・「完

全な枚挙」（113）を企て「時を殺」そうとはしないし，又公判中におけるよう

に無意志的記憶によって喚起された「追憶⊥の現実性を以て現在の現実を非現

実化しようともしない。確かに彼はなお「ある人殺しの処刑を見に行った」

（155）父のことを，「新聞に出た」断頭台の「写真」・（157）のこと、をi「ヌマがよ

くs・人間は決して何から何まで不幸になることはないと言った」（159）、ことを

・R’v，・出九だカミこれ：ら摩願糠網・σ6壕が思㎏起にされ蜘はレ逮紬褒刑

囚とい朔在嚇勲よ傭繍識じ鱗に翻都対戯勲鯉鯉鏑
　　　　　　　　　　　　　　　＝一・84・・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’正臼
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bて，；玩鋤の灘劃だ繰1鶴下現在そのものからめ赫る」だあ疏

もないのであるひ　だ’t”“一…‘’：パ1巳べ’’”　　　tt　　t　”　　　『　L　’1

　それでは，死刑判決はムルツオに「現在の現実を生きること」を余儀無くさせ

たが，通常の死刑囚とは異なって彼の場合にはそのことによって却って精神状

態は好転したのであり，ただ内省的傾向が強まっただけなのだと言えるのであ

ろうか。彼が予審中から；貫して保ってきた自己抑制の利いた消極的な構えを

処刑台に立つまで崩さなければそうも言えるかもしれない。しかし最後には彼

はそのような構えを振り棄てて司祭に「大きな怒り」（171）をぶつけるに至る。

それは「司祭を」彼「の手からひきはなし；看守たち」が彼「を脅か」（170）

さなければならない程のものであつて，それによって彼はそれまでのr「順応」

型の模範囚というイメージを破って「看守」との「トラブノV」を辞さない「攻

撃」．型の囚入に一挙に変貌するのである。とすれば，判決後の彼の態度の「平

静」（161）さはむしろ表面的なものであ1って，何事か決定的な出来事の出来を

待つ嵐の前の静けさにすぎず，実の所は極めて不安定な内容を潜めたものなの

であると言ったほうがよいようである。「時間が足りない」と彼は司祭に言5一

が，それが「明け方」と「上訴」について「考え耽る」ための時間のことであ

るならば，司祭との面会以前にこれら「二つのととlj（158）は一通り決着がつ

いているのだから，彼は具体的に何をするから時間が足りないと言っているわ

けではないのだ。なお「何が本当に自分に興味があるかについては確信がもて

ない」でいる事態に決着をつけるべき何事かを待bて「時間が足D．ない」と言

っているのである。　　　　　　一　　・　　　　　　∵　　一、・・　．・　　一

　以上のような死刑囚ムフレソオの∴一方にあくまでも「平静」な態度があり他

方に一見それと矛盾して見える「大きな怒り」の激越な表出があるという両極

的な精神状態は；彰の深化という観点に立つことによっ；て初めて了解可能とな

るようセC思われるσ洗に彼の内省的態度の背景には深い抑欝気分が想定される

謹言a塔瀞購売力㌻、εめ抑醤気分を症状的膜確認iVSI・’るであろうか。重症の薔．

病に●泌ては平希望喪失と無価値感が生じヨがr自罰傾向は嚢すます明らかとな
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1り」，・「自殺が計画ざれ」／「感情的な孤立感は著明どな・り」ジ「不眠は耐えがたぐ

なり」；「疲労は極限に達じ」，「あらゆる行動が遅滞し申断し」，「荘然E坐りご

んだり山逆に「あるいは何か興奮刺激があると焦燥感が突発してせわしなく身

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（269）
体を動かしたり」して「一見多動」な場合もあると言われている。ここに列挙

されている諺病の症状のうち「不眠」から後のものは外側かち観察可能であり一

又臨床｝こおいては診断上重視さるべき外面的な特徴であろうが，ムルソオの場

合には，「日中に少し眠るだけにし」（159）たという意図的な不眠のことを除け

ば，読者はそれらの症状の有無を判断する資料を持っていない。一というのも

語り手ムルソオの関心は専ら語られる人としての死刑囚ムノレソオの内面に限定

されているからである。従って「不眠」以上の外面的な症状については問うこ

とはできないのである。だがそれより前に並べちれている諺病の内面的症状即

ち気分や物の考え方の特異な傾向は，前節で縷々述べておいた通り，ムルソオ

にも明らかに認められる。その点をここで簡単に再説すれば，「人生は生きる

労をとるに価しないことは誰でも知っている。根本において，三十歳でも七十

歳でも死ぬのに大して変りはない」（160）という彼の言葉には「希望喪失と無価

値感」が窺える。それが徹底すると，「すべて」が「等し並み」（169）と見え，

「人kの選ぶ生活，選択する運命などが何だろう」（170）と思われることにな

ゐ。又，彼が自らに死を受容させるために編み出した論理の誰弁性に盲目であ

ったのは，潜在的な死の願望め故であり無意識的な自己処罰の欲求の故なので

ある。更に，「彼らはもう僕と何の関係もない」1（162）と言うところに「感情

的な孤独感は著明」に現われていると言えよう。それでは以上め症状め他に，’

欝病の特徴的症状の一つとされている罪責妄想は重罪被告並びに死刑囚どして

のムノレソオ「に認められるであろうか。

　iii〈メランコリーの罪責意識〉一ムノレソオの罪責意識は，既述のよう

に，前メランコリー状況における〈返済可能な負い目の意識〉＾に終始している

カざに見えるb一彼は物語の終繕部庭おいで下昌ξぼ重1膓が三ら売し；’sぷ遠も韮1じ：ぷ託

いつで㍉も正しいのだ」（1’69）’と断言しそ偉ちなぶぴだカ⇔『予備的考察』寸で指

　　　　　　　　　　　　　　　”・’一’86’　・＝s　　　　　　　　　　　　　　　迩55
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摘し．て却嘘法うに，語り手みμソオ’は語ら嚥る’ムルソォのすべての．「真

実」（169）を語っているわけではないし，語り手の「再提示」つまり語られる

ムルソオの人生の語り手による総括は正確であるとは必ずしも言えない。それ

に，先述のよ’ うに，〈返済可能な負い目の意識〉とメランコリー状況における

く返済不可能な負い目の意識〉は相関的であって，表と裏あるいは図と地の関

係にある。そして前項までに推定されたところでは，第1部では概ねのところ

軽欝と言えたムルシオの気分は第1部において次第に深刻な欝へと落ち込んで

いく。以上三点を考慮すると，彼の「僕はいつも正しい」という気負いに充ち

た判断には疑問符を付けざるを得なくなるのであって，それは彼の意識の水準

の判断なのではないかと考えられるのである。図としてのく返済可能な負い目

の意識〉のみが可視的でありそれが余りにも際立って見えるということは，地

として必ずその存在が想定される〈返済不可能な負い目の意識〉がそれだけ徹

底して意識から排除されている結果である・と，も考えられるわけであるからt主

人公＝語り手にも読者に、も不可視のものどなっているムルソオの無意識の水準

における罪責感の有無とその在り所が問われなければならないであろう。、

　意識からその痕跡を留めぬほどに拭い去られたものは二度とどこにも可視的

な姿をとって現われることはないのだろうか。抑圧された願望が神経症的症状

や夢の申に歪曲を蒙りっつも姿を現わさずには已まないように，抑EEされた罪

責感は，内界においては既述のように潜在的な自己処罰欲求として犯罪に人を

駆り立て誰弁的な死の論理を甘受させる一方，外界においては他人が「告発」．

（170）してくるという，自分は冤罪を被ってこれを甘受するという形をとって

現われてくるのではあるまいか。つまり，被告『伯我）ある・いは弁護側の「無

罪」（134）という「主張」（146）にも拘らず検事く超自我）は、「絶対的な神聖

な命令」（145）の各において「有罪を告発し｝情状酌量〔言訳〕を認めない」

〈139）という，そして被告は検事の告発する「罪状」（101）のうちに暗黙のう

．

酬自らρ三曝実⊥垂16鍵を融勲・る力蜘諭藁士よりも検事の亥の肩を持

。憩函？三妄う奏素振りを示した三襲少な詩ピも検劇ζ積極的な反論を試みる束う、な

　1・1pa　　　　　　　　　　　　　三87　r
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ことほ一切ないという構図を；1・法廷の審理経過のうちに見てとる這とができる

のでばなb・だろうか6『被告席に立づ☆広ルソ牙に注がれる丁灰色の差着をき彪

新聞記者と自動人形のような婦人との注視」（149）の存在は，彼を裁く法廷を

彼の超自我の法廷と・する見方がまったく根拠の無いものではないことを証すも
　　　　　　　　　　　　　　　　　．・（270）
のである。周知の如く，フロイトは「監視」を良心の機能の一づとしたのであ

ったo’一　　一

　勿論「告発」は現実のことであって，ムノレソオの妄想であるというわけでは

ない。’ただ，・公判の経過は主人公＝語り手ムルソオによって伝えられているわ

けなのだが，彼自ら、「僕はもう検事の言うことに耳を傾けていなかった」（142）

とか「弁護士の弁論は決して終ることがないよう’に僕には思われた。しかし，
・　．　・　・　　・　・　…　　 　 竈　・四『’

ある瞬間，「僕は耳を傾けた」（146）．と言らているようセヒ，ずべての事実を彼が

報告しているわけではないじ，1文「論議を公平に導くため」に左右の資料を過

不足なく「客観的に」二（123）”’呈示するという配慮を彼が尽しているという保証

はどこにもないのである。実際は，「人々の関心をひくことに覚える興味はな

が続きしないのをみとめざるを得なかった。たとえば検事の弁論に僕はすぐあ

きてしまった。僕の興味をそそったのは，たんに断片，身振り，’または全体か

ら切りはなされた名文句の羅列だけだった」（140）とか，「彼〔検事〕の考え

の根本は，僕の理解が誤っていなければ⊥（140）と言っているように，審理の

経過は主人公＝語り手の「興味」と・「理解」のフィルタ＋を通してのみ，そし

て部分的且っ時と．して「根本．〔要約〕」（Lelfonの・的に呈示されているのである。

とするならば，t語りの上に現われている検事の「弁論」（140）、なるものはその

元の「全体からきりはなされ」て主人公＝語り手の無意識的な「動機」・（146）、や

「関心」（118）によって再編成されている可能性があろう。そし：て検事の．「弁

論」はムルソオの無意識の力という磁気作用を可視的にする磁力線のようなも

のだとすると，検事の一「告発」の論理にはムルソオの無意識的な罪責感に感応

．させる．よ5な）・彼の抑圧され淀いゐく返済率可能な負い目必惹識〉二，⑳罪の構造

と相同的な，：「罪状」（101）：の構造が見出遼る荏とに糠るうL，Sl’：既述のま癌噂X返

一 88”rr　　　　　　　　　　　　　　　ssZl
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済不可能な負い目の意識〉の特徴はt／・・「罪の凝集」い「微小過失」ジ「罪の許し」

の不可能性にあづた6これら三りの要素がムルソオを告発する者の論理のうち

に内在し，それに偏向をもたらしていることが確認されうるであろうか。

　ムルソオは・「殺人の罪を問われ」（170），「死刑を求刑」（145）された。しかし

殺人犯は必ずしも死刑を求刑されるわけではない。検事はム1レソオに対して

は「情状を酌量する」（142）余地を認めずその「首を要求」したのである。，そ

れも「心も軽く」である。というのも，通常は検事にとっても「苦しい」もの

である死刑を求刑するという「義務」もこの場合に限っては「ただ怪物的なも

のしか読みとれない男の前で私の感ずる嫌悪によって，償われ，均衡をあたえ

られ」（145）ているからなのである。　　　　　　　　　、

　検事がその「嫌悪」．を向ける「怪物的なもの⊥と’ほムルソオの「無感覚

（insensibilit6）」のことであるOこ⑳「無感覚に対して．感ずる恐怖」は・「父殺

し」の「犯罪が彼にあたえる恐怖より」：、も干むしろ、まさるくらいだ」（144）と

検事は言う・撫感覚コということ搬事億「魂など持っていないのだ・人間

的な何物も；r、人間の心を守る道徳的原則も何ひとつとして，受けつけないの

だ」（143）と説明している。検事によれぱこのような「無感覚」はそれ自体「人

間社会」（144）にとって見過ごし難い脅威である。「この法廷にかんする限りi

寛容というまったく消極的な美徳は，、より困難な，’しかしより高い正義の美徳

に変じなければなりません。とくに，．この男に見出だされるような心情の空虚

（Vide　d’u　coeur）が，’社会を滅亡させかねぬ深淵にな．っている時代には。」（143）

結局検事は「無感覚」あるいは「心情の空虚⊥の廉でムルソオに死刑を求刑し

たのだと言えよう。

，それでは検事はムルソオのこの「無感覚」『をどのようにf立証（d6moqtter）」

したのであろうか。検事の提出した「証拠（preuve）」（140）は三つある。第一に

は，．ムノレソ．オの．「ママに対する態度」（143）に観察された「薄情（insensibmtξ）」

⑲3）ボー第コピは；1∫犯罪を予謀虫04鱗長f充貸自分の所業を意識しながら殺A

を犯」；（141）工遊ζ昌第三にご臨・r悔恨⑳情さえ示しだζとが⊥（142）．ないこ

　158　　　　　　　　　’　　　　　－89一
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：bでtOl　Qi．：　．：・．　　　ご．．、ぐ　・：．　rl㌧ぷ口三，＿1、三　’Ei　’：こ＝さ1∴、・㍉嶺　，、・1・

i・ 第きの「薄情」・について騰1養老院の関係者ρ証言を検事は得る亡とができ

た。院長はムノレソオが「ママに対面したぐないと言った，一度も泣がなかっ

た。葬式のあとで，墓の傍で瞑想にふけらず，すぐと帰ってしまった」、と，葬

儀屋の店員の話によるとムノvソオは．「ママの齢を知らなかった」（127）と証言

する。証人門番はムルソオが「ママの顔を見ようとせず，煙草を喫い，眠り，

ミルク・コーUFを飲んだ」（128）と述べる。更に検事は証人ペレにムルソオ

「が泣くのを見たかとたずね」（130）る。この最後の点については確証を得るこ

とはできなかったが，院長と門番の証言だけでも検事には「薄情⊥を「立証」す

るには「これで充分⊥（127）と思われたのである1・dとも，うのも検事の考えでは，

「他人ならコーヒーをすすめてもよいが，息子たるものは，彼に生命をあたえ

てくれた母親の死体の前で拒絶すべきだった」（129）からである。「薄情」は又

「ママの死んだ翌日」のムノヒソオの行動においても確認される。証人「マリー

は話したが・ら：なかったが，検事の執拗さにまけて」ムルソオが「彼女を知った

日の要約を述べ」（133）た。この「要約」、は検事によ6．て「母の死の翌日，こ

の男は海水浴をし，ふしだらな恋愛関係をむすび，喜劇映画を見に行って笑b

た」一（133－134）と，「母の死の翌日もっとも恥ずぺき遊蕩に耽った」（136）と敷

桁され，これ又「これ以上何も言うこ、とはなし、」（134）程，「充分」にムルソオ

の「薄情」を証ナも一のと検事にば思われた。以上の如く「立証」された、「薄

情」を「心の中で母を殺した」ヒとに等しい，と検事は極言するが，彼にはこ

の「考えが大胆すぎる」（144）’とは思われないのである。，ご一　，、・’．．，・，：t

　第二の犯行の・「予謀」性と非情さについてビ検事は次のように「立証」・．Lて

いる。ムルソオは「Vエモシと共謀で手紙を書いて，彼の情婦をおびきだし，

彼女をく道徳的にいかがわしい〉男の虐待にまかせた。」・そして．「警察で証入

の役を果した」がこ二の乏きの’ムルソオの「証言が完全な馴れあ短～であるe・と

が暴露された。」　この：躯国淀できな略よう’な風俗事件のげ塊を鋤る涯池園1ミ

（－136）が4レシオは「情婦上の晃葱霊殺穆た舐砂透ある8・犯行め次第は，幽・鰺竣

　　　　　　　　　　　　　　　一90’一　　　　　　　　　　　　　　　　・Z59
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オが、「海岸でVエモンの敵どもを挑発した。」　γエモン「が負傷した6☆そと

で彼はレエ毛シ弔に拳銃を工こせ泌言つた6」・彼「はそれを使う1ためにひとり

で戻つて行った。」彼「は計画通り，アラブ人を撃ち倒した。」彼「は様子を

見ていた。そして，〈仕事がうまくいつたことを確実にするために〉」彼「は

更に四発の弾丸を，間をおいて，着実に，いわば熟慮しながら，撃ち込んだ。」

（141）．

　第三の「悔恨の情」の欠如についてはゴ検事は専ら予審判事の報告に拠って

「立証」しようとする。「彼〔ムルソオ〕は悔恨の情さえ示したことがありま

しょうか。いや，決して。予審の間中一・…：度たりともこの男は自ち犯した憎むべ

き悪事に心を動かされた様子はなかっ．たのです」（142）と検事は述べるに止ま

っている。　　：　　　　　　　　　　　　’・　　〒’一

　さて，検事の「弁論」〈139＞カミ以上三点に止まる限リジ法廷の「論議⊥が「公

平」且つ「客観的に」’〈123戊運ばれたどすればJ’ムノレソオは単に殺人という

「憎むべぎ悪亭」：を犯したからだけではなぐs’それを「計画」的且つ「着実に，

いわば熟慮しながら」犯したという点で，えつまり彼の犯行の非情さ，「無感覚」

の故に「情状酌量」の余地なしとして「首を要求」されたということになる筈

である。とすると，第一の「薄情」と第三の「悔恨の情d’の欠如という二っの

F無感覚」『は第二の，’犯行に際しての「無感覚」の傍証というごとになろうb

そして「悔恨の情」は序でにと言っていい程簡単に言及されるだけである’し，，

X犯行に際しての「無感覚」の延長上にあることであるからs’前者を後者に組

み入れると，第一の「薄情」．のみが傍証として残るζとにな⑤ピ結局検事によ

って主要に論ぜられるべきはムノレソオの犯罪の予謀性と非情さ・であり，その傍

証としてのムノレソオの「ママに対する態度」は付随的に論及されて然るべきも

のであ・るのだbところが実際には，第一と第二の，r無感覚」といケ「この二p

の事実の系列の間には，深い，深刻でpT本質的な関係がある」（137）．と判断し

た検議は芸r僕遜壕形享オ挺⑲犯罪廷②い薫述緯のよ「りずっと長ぷ余り長

いの抵諺じ激いに僕はその日の午前の暑さ紗か感■なくなうた」程にムメくソオ

　：160　　　　　　　　　　　　　　　－91一
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の「マ．マに対する：態渡を論じた。」・（1娼で144）．弁護士ならずとも，傍一聴職戟・・

る読者も「一体全体，彼が告発されたのは，母親を葬ったからですか，・それと

も人を殺したからですか」と「叫」（136）びたくなる抵検事による「二つの

事実の系列」の扱いには本末転倒が見受けられるのである。

　成程検事は彼が主要に論ず（N’ぎムルソ？e．の犯罪の「予謀」性と冷酷さの問題

を忘れたわけではなく，「立証しようと試み」（140）てはいる。だがこの「試

み」は成功しているであろうか。語り手は，検事の「解釈」は．r明快（clart6）」

で「さもありなんと思われるt’（plausible）」（141）ものだったと言っているがジ

本当にそうだろうか。レエe・ytの「共犯者であり，友人であった」（136）ムIV

ソオが「レエモンと共謀で手紙を書いて，彼の情婦を誘き出し，彼女を《道徳

的にいかがわしい》男の虐待に委せた」後，「完全な馴れあい」の上で「警察

で証人の役を果した」という検事の「事実経過の解釈」は，観点次第で．は成り

立ち得るからこe．までは「なかなか明快だ」（141）と言っても．よいむレかし聞

題はその後の一「事実経過」とそれに対する検事の・「解釈」、であ．る。’

　検事はムルソオが「計画通り”S．アラズ人を撃ち倒レた」．と述べているが，r検

事が「辿って」みせた1陣件の経欄＠鍵では．ほのどこにζの「計剛カミ

．位置するのか一向明らかではない。「それ一て拳銃〕を使うために独りで戻り、て

行った」ときには当然「計画」は既に立てられていなければならないわけであ

るが，しかしこの既にはどこまで遡ることができるのか。検事の語る「事件の

経緯」，に拠る限りでは，丁拳銃をよこせと言った」ときに既に・．「計画」が成っ

ていたとも考えられようし，あゐいは更に，．レエモンが「負傷した」．’とぎに、，一

「挑発した」．之き．に，fiそして、「敵ども」VC’．「海岸で」遭遇する以前にすら遡r？

て考えるこ：ともできよう。検事自身はあし・まいなままに放置レているこれらの

可能性にrついてそれぞれ検討してみよ5．。：、l　　　llt”t　．，t－’“L－．．：．、，

，

妹を虐待されて「憎んでいた」．レェ＝ジに報復するために乖海岸にいた⊥兄

のアラズ入と剋レyオが鯵合わ世ル海のは」誇空）ζ才◎方酒砥戴．」ぽま算歳き

の「偶然の結果」で：あ麹たぷた三だ．1同義牲渚」想35沁の力麟轍咳喧毛れ鮪

　　　　　　　　　　　　　　　　一一沙2一　　　　　　　　　　　　　週
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利嬢下証言」をじたムルソオをレニ主壷ッ⑳：「伸間1♪ど看倣七て「憎んでいた」・

であちう・し♪甑レツオの方もt’「海岸ヨ㌦でば電はや自分が「局外者」（1勿）の立

場にないことを悟ったことであろう。そこで「風俗事件のけりをつけるたあ

に」ムルソオは「Vエモンの敵どもを挑発した」ということになるポもし「予

謀」ということが言いうるとすればこの「海岸」で「敵」伺士が遭遇した時点

からであるだろう。仮り『にムノレソオが「けりをつける」ために以前かち「殺す

意図」を持っていたとしても，「犠牲者」が同じ「海岸」に来ることは彼にも

予測できなかったことだからである。だがムルソオが「海岸」ではっぎり殺意

を固め「計画」的に「敵どもを挑発」したのだとしても，肝腎の「挑発」の事

実の有無が先ず「立証」されそ然るべきであろうbそれにムルソオと一緒にい

売レエモンとマソンも「敵どもを挑発」しえたわけであるのに，検事が「挑発」

の責めを「僕「iCムルソオ〕」（140）ひとりに帰じている・ことも問題である一6実際

にはゲ初めにF挑発」をした者があち’たとすればそれは・「被害者」にムルゾオ

の「よく聞えなからたコ’宿がを「言っだ」’（80）シェモン以外にはなかったので

ある。ところが，この「挑発」の有無とその行為の実態を明らかにする努力を

検事はまったく示していないのである。彼は「被害者」の仲間のアヲプ人達を

証人として喚問することは疎か彼等の証言を引くこともしていないし，予審段

階で彼等に対してなんらかめ「調査」（93）がなされたかどうかすら明らかにし

ていない。又この問題で証人レエモンとマソシに証言を求めることもまったく

ないし，被告ムルソオの確認を求めてもいないのである。・結局「挑発」の事実

そのものが検事の臆測に留まることになるわけだから，’況やT挑発」の時点で

既に「計画」が立っていたかどうかは問題にずらならない．ごとになる。

　仮りに「挑発」が事実あったどしたらどうなるか。ムノ1・tソオはこの「挑発」

によって「被害者」に対する「敵」意を明瞭にしたごどになるし，「被害者」

の方は先の警察での「証言」と併せてムノレソオを一段と「憎む理由」（135）を

持毎だこ｛上に汝・萢だろう6そむで，・1検事の蛎事実」の「要約」（140）t一によ・れ

1ば；；F．，i，・エ箔シ・が負傷膨た。」｛・・次いξで遮ル，ソオ炬は彼に拳銃をよ亡ぜと言⇔
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たQ」ぽの三つの陣剰煙障件璽鱗」・の順雌卵並べら糠いるだe

で，両者を因果的に関連付けゐよ・ラな老んな説明の言葉も間に挟まれているお

けではない。しかレ，この二つの「事実」だけを見れば，．一見したところ「全

体から切り離され」た「断片」（140）的事実が「客観的に」〈123）羅列されて

いるにすぎないかに見えるが，’検事の「考えの根本」（140）即ち「全体」はム

ルソォの狙罪の「予謀」性e！あるのだから，この背景としての「全体」の中に

布置されると・二つの「事実」は当然・「負傷」した「仲間」に代ってムノレソ

オが「けりをつける」ためにはっきりと「殺す意図」を持？て「拳銃をよこせ

と言った⊥というように繋げられb以外にはないだろう。だからこのような

「解釈」によって・二つの「事実Jiを結び付けることは，次に続く「事実」即

ちムルソオが「それ〔拳銃〕を使うためにひとり㌢戻って行った」にもうまく

繋がるように見え　1　op．で，「計画」’の時点は「負傷IJど「よこせ」の間に確定

され，検事の「予謀⊥説は成立したと言って＊，いように思われよう。しかし，

この「解釈」には重大な欠陥がある’e一それは先ず，「事実」に反している。ム

ル1ソォ．｝ま「ばり．をっける」t，ためにではなく，「ひとりで逆上レて撃っ」虞のあ

ったレエモγに、「あいっとは男と男〔素手〕で行け」（83－84）と言b，．　enを取

り：1げたなり返すのを忘れてVxtgのである。次隅この「解釈」は重要な「事

実」を「事件の経緯」から「抜け落」（148）とさせることによって，初めて可

能となったものなのである。ムルソオは予審判事に犯行のあった「一日」を即

ち「レエモン，海浜，海水浴，喧嘩，再び海浜，小さな泉，．太陽，ピストルの

五発」を繰り返し「再現（retracer）」してやった苦であるo．「再び海浜」とMう

のはs・，’ムノレソオがVエモンを制止した，二度目のアラブ人達との対決のときの

ことを言っているのか，ムルジォが最後に「独りで戻って行った」ときの「海

浜」のことなのかここだけではあいまいであるが，・、これを聞いた判事がAノレソ

t「の自白の中で曖昧なの｝まただ次の一点，即ち，ビス｝ルの；発目を撃つの

に間を靹・たとy・5．事実・一だ聴癒遷較麺軽は大変結構なρ倒xg9）盤暑

っていた煮すると，判事がムノ陸ソ滅璽董1殿す意図a茱発見糠趣塗：1力練た『，F再

　　　　　　　　　　　　　　　　－t…9裟＝　　　　　　　　　　　　　　　1’631i・



　、ぼ㌻　t’’”1・－tl口二　．ノ、㌧○・r－・エ’

び」の「海浜」とは二度自のプラプ入達どめ対決め場面芝C・うととになろ・5・6・

検事の伝える・’r事件の経緯」ほこφ予審判事の報告匠基づじごてなされそいるわ

けであるから，検事はムルソオがレエモシに「拳銃をよこせと言つた」ときの

状況説明を故意に怠っている，’あるいは，丁度「葬式のことiが弁護士の最

終¶「弁論から抜け落ちていると感じられた⊥（148）ように，「再び海浜」の場そ

のものが検事の「辿って」みせた「事件の経緯」「「から抜け落ちてV〈・る」とさ

え言えることになる。何故か。Al　ivソオは，：このアラブ人との二回目の対決

の場面で「墾つごとも撃たないごともできる。どつちでも同じことだと思っ

た」（84）ことを結局予審判事には「供述」］ao1）しなカ・ったのであちう。もし

話していたら，検事は犯行め「無感覚」ぶりを証す「絶好の材料上として何よ

りも先ずそれを「論告」（93＞に用いたことであろうから。乏する’と，一予審判事

の報告に残るのは，「逆上」しかねix’VX；V’エeンを制止して丁ピズわレを俺li　2

よこして，あいつ・左rは男と男で行け」吉言ちて仁営ストル」を取ウ上げた「事

実」だけという逗と恒たるポごゐ・「公正の精神」（i23）め存在を法廷で明かし

たならば，・それは「人間的な何物も，一入間の心を守る道徳的原則も何ひとつと

して」被告「が受けつけないのだ」（143）という検事の「論告」にどって甚だ

不都合な「材料」となったことであろう。それ故検事は彼の「要約1する「事

実経過∫から，ムノレソオが拳銃を「よこせと言」うee至る経緯の説明を省いた

のである。　ニ　　ー”　　一・i／　：　　　∵　・・　一　一一　’　一

　検事が「事実経過」がちムノレソ矛及びレ土モンとアラブ人達との第二回目め

対決め場を省略したのぼジ犯行め「予謀」・性を「立証∫するというもう一つの

狙いがあつ淀からでもある6「予謀」性ジつまヴ「殺す意図⊥という・「動機L］　：－

Jとそれが．「導」く殺人とい5未来の下行為Ji’とがムノレソオの脳裏ec　tst’s・・（具体

的にはちきり志結び付いたことが主張ざれつる時点ほヂ検事の語る’「事件の経

緯⊥に従ってる，：レエモジの「負傷」以降あごどでなげればなるまい6兇器は

階銃泌で泌砂涜が｝漣ノ励｝勅xそれを手に穆楚溶のはジェ毎シめ’「負傷］’ゐ

後でありぶ緩者めジ蹟劃麟｝謁鞭編剰対器）～力涜酵tば後者に代らで：「け

　撤、　　　　　　　　　　　　一錯ユ蓋



　　　　　　　　　　　　　　　　カミュ『異邦人」における「無関心」（鈴木）

le，eつ別㍉実う∫吉・は思繊力S・ξた溺似叉後都憤傷」、・織けれぼ湘

の「意図」で’「よこせ」・と言づているのか当然想像しうる拳銃を渡Uて’「俺め

野郎は俺が引受けるJと言・ていた自分の「相手」（8・浸「仲間」に「釦（ee）

らせるとは考え難いからである。こうして「予謀」が「負傷」以後に位置する

となると，検事の伝えるような「事件の経緯」では，先に述べたように「予

謀」はやはり1「負傷」と「よこせ」の間に置かれることになる。：でなければム

ルソオは用もなく「よこせ」と言ったことになって，「よこぜ」の時点では未

だ「予謀」が成立しないことになるし，「拳銃」と「殺す意図」とも，少なくと

もこの時点では，結び付かなくなる。勿論理屈からすれば，丁負傷」と「よこ

せ」の間に介在する「事実経過」と同様に検事が省略じてしまった「よこせ」・

から「それを使うために独りで戻りて行った」までの間に介在する「事実経

過」を「事件の経緯」に組み入れて，ひとり「小屋」の「木の階段」の「下に

立っていた」〈84）間に初めて「殺す意図」をはっきりと抱き「拳銃」を兇器と

して「使．う」ことを「思いつ」（66）いたのだとすることもできる筈であ『る。

しかし検事自身はその可能性に明らかな形では論及しなかった。’というのも，

先ず，そのような可能性を法廷の「論議」（123）に持ち込むことは，こごまで

彼が取らてきた「戦術」（150）からして不可能だったからである6前者の「事

実経過」が二回目のアラブ入達との対決の場の中程に位置するとすれば後者の

それは終局部に位置するものであるから，前者を省いた以上後者も省かざるを

得なかったのである6それに又，⊥そこまで「予謀」の時点を遅らせることは検

事の「戦術」に沿うことでもなかったのである。検事が「事件の経緯を辿って

み」せた狙いは「頭のいい」（le）被告が「充分自分の所業を意識しながら殺

人を犯すに至」（141）ったことを・「事実のもつま・ぱゆい光の下」に「証明」（140）

することにあった。「階段」の「下に立っていた」間にやろと「殺す意思」を持

つたとする一「解釈」に立つと，「事件」三に検事の厭う干偶然」‘i（135）の要素がが

なり働いていることを認めることに癒る’膨蘇それだ蹴犯行を赦事には望褒じか

らぬ：F情状を酌量するごどがで≒ぎ｝落発作的な：行為日繋（頚2〕藤に近付獄るξ遷老∂ぽ複

th／・．9Q≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾曇範
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　㌧1プ∵　、　三㌘㌫㌧c－’、．パ亘　c：

ヨただろう♂結局把計画」・がなされた時点は検事め語溶F事件め経緯∫の範囲

内では，「負傷」と「よこせ」の間であるとずるしかないが，とれほそれを杏定

する「事実」の黙殺によってのみ可能な推定であるからして，検事は1「予謀」

説の’「立証」に失敗していると言わざるを得ない。　　　　　　　∵　一

　最後に，ムルソオがレエモンと共謀の上で「独り戻っていった」とは検事は

言っていないことに注意すべぎであろう。もし検事がそう考えていたらレエモ

ンも正しく「共犯者」（136）・として被告席に立たなければならなからだ筈であ

る。検事も「論議」（123）の過程ではvエモンを「共犯者」と呼ぶととはある

が，その時でもそれを裏付けその「廉で告発する」（137）という構えはまった

く示していなかった。何故か。検事の述べた「事件の経緯⊥に拠る限り，Vエ

モンの「共犯」は当然考えられてよいことである。「何故彼は武器を持ってい

た」（125）のか。それは「やくざの仲間」（49）を持つ彼の常の習慣であったか

も知れ’ないが，しかし彼を「憎んでMた」《135）・「被害者」を含む「アラブ入

め一団に跡を「付げられ」J’（63）’て甑るこ乏を知つたときから万一に備えて身に

携えるこどにしたのだとも十分考えられよう。そして初回の衝突で「相手」

の・「短刀」（81）で受けた「負傷」によって彼の方が今度は「被害者」を「憎む

理由」（135）を持ち，「殺す意思」を抱いたとしても不思議はない。‘事実ド検事

によ・って伏せられた二回目の対決の場の「経緯」を見れば，’彼は「相手」必

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や「口・を利」くこどもなく又「相手」が「短刀を出」すのを待つこともなく「殺ら

ちまおうか⊥（83）と言っており，殺意を持っていたことは明らかである。・そじ

て，．実際には，「「相手」が「岩の後へ」逃げ込んだのを見て彼の「気分は回復

した」く84）のであったが，この「事実」も検事の語る「事件の経緯」の中に

は存在じないのであるから，「相手」への恨みと「殺す意思」は解消されずに

そのまま残っていることになる。とすれば，「よこせ」』と言ったムルソオに拳

銃を渡すところで彼の側からの教唆の有無を問う，ことができようし，それがな

からたどしても溶彼に想定される殺意か葛じて1匡よ芯せ」と言う云ル擁オの真

意を｝解せ二ぬ｛ま1蜜に拳銃を渡し、だと氾Sl5縢三「沸明」（江36）．はまず成り立つまいか

　166　　　　　　　　　　　　　　　－97一



　　　　　　　　　　　　　　　　ヵミュ『異邦人」における「無関心」（鈴木）

ら，！少なくとも禰助の罪は閲われ鷺然る1≦き頂あろケ61とにろが検事はV麟ぞ

ンを何の罪にも問わなかD：た6乏いうのも・，’もし「共犯⊥の罪に問われたなら

ば、　，’・　．v・mモンはすかさず「弁明を試み」（136）て拳銃をムノレソオに渡した「経

緯」を明らかにし，第二回目の対決の場を伏せておくという検事の「戦術」を

台無しにしたことであろう。だから犯行はあくまでムルソオの単独犯行として

おかなければならなかったのである。

　以上検討したように，主人公＝語り手が「要約」して伝える限りでの検事の

「論告」は語り手の言うようには決し℃「明快」なものではなく，犯罪の「予

謀」の「立証」に成功していない。仮りに，「予謀」説が正しいとしても，「立証」

のためには裏付けが必要である。しかし，検事は被告の「ママに対する態度」

を「立証」するためには証人と証言を集めるのに労を惜しんでいないのに比べ

て，肝腎の犯罪の「予謀」・性を裏付けるために何か「調査」をしたとか「被害

者」の関係者を証人喚問したとかtzエモンやマソンに証言を求めるとかした形

跡はまったく認められない。残るは被告の「自白」（99）だけであるが，被告

は終始・「予謀」を否定しているのであるから，「予謀」説はまったく裏付けを

欠いていることになる。そう’してみると，むしろ検事は「予謀」説が「事実」

の強引な黙殺によってしか成り立っていないことを自ら｝ま悟？ていたが故に，・

藪蛇になると知れている裏付けは一切試みようとしなかったのだと言えそう、で

ある。　　　　一　　　　　　　　…　’．．　　一　　．　　　　　一’：

　「明快だ」．とか「さもありなんと思われるものだった」といった語り手の判

断にも掬らず，「予謀」説の根拠が薄弱であることを検事はおそらく知ってい

た。何故なら，ムノレソォの犯罪が「情状を酌量することができるような発作的

な行為ではない」こ考を証す決め手として検事が最終的に「強調」（141“142）し

たのは・始めに「証明」「すると宣言しておいた「予謀」性で・はなくして，犯行

そのものに窺われゐ非情さ，即ちムルソオが「更に四発の弾丸を，．落ち着い

て，確実にゴいわば熟慮陰ながら已撃ち蜜ん泥工と主・う痴「充金自分ρ所業を

意識しなカミら殺人を犯」！（141），したと．し、う：点で．｛あ萢からだδ遅が，癖審段階瞼

　　　　　　　　　　　　　　　　一・98・－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16T
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被告は「最初⇒発だけ撃ち～さあ老ーめ四発ぼ数秒t＞竜がらだ」（⑰）1ど「供述」・じ

ただけで，「徽間を置V・たのか」（97）・どいう問い・には答ntいない・唆継

おいても検事はこの点の説明を被告にただの一度でも求めたという形跡がな

い。従って「落ち着いて，確実に，いわば熟慮しながら」どいうのは検事の主

観的な「解釈」に留まる。それ故，これに「客観的」な装いを施すため1こ，こ

の犯行時の「無感覚」は「太陽のせい」（146）などという「偶然」のもたらし

た「結果」（135）ではなく被告が生得的に持つ［「犯罪的な魂」（140）の必然的

な結果にすぎないという「心理〔学〕」的な「解釈」を傍証するために，検事

は被告の母親に対する「冷淡さ（inserisibilite）」’（140－141）に言及し，「犯罪に

ついてよりずっと長く」力説する必要があったということになる。．

　さて，ムルソオの「無感覚」を証すものとしての犯行そめものめ非情さと後

悔の無さとは，予審段階で被告自身の口から明らかにきれたこどである。予審

判事どの審問は終始「僕〔ムノレソオ〕：が前も『づて行たった供述の若干の部分

を，’E．確に補是するだげピ麟・∪た」細がとあるから・被告は「ピスDレの

t発目を撃うのに間を置」（99）き，「真の後悔よりむしろある困離覚えてい

る」（101）と最初に供述したことを結局撤回しなかったのである。そして，「間

を置いたという事実」（99）を検事は犯罪の非情さを証すものとして「強調」し

だのだが，被告ばそれを「傾聴していた」乏言うにも拘ら’ず，彼が反応を示

したのはただ検事の使った「頭がいい」（142）という表現に対してだけであっ

た。又被告は裁判長に槻行は「太陽のぜいだ」と答えるに離・ており’t

それは最初の一撃についての言じ・訳にほなるかもしれないが，「間を置いた」

後あ「由発」［　Ptついては・F滑稽」’（f46）にじか聞力・れない弁明であろう’。・弁護

士はと言えば；犯行についてはだだ二言「一瞬の過失」紅狙）と述ぺだにすぎ

ない。’ 実際この弁護士が「才能の点でr劣る」（147＞ととにかけては驚くべきも

のがありJ：予審を控えたときに彼が被告に指示じたごとは，「すべて健康な人

蹄泊分の愛ずる者の死を多少舗希梁筈樹；戚とは傷聴賠もピ予

r
審判事にも，言わな淋」〈94）・・匠う運腹V・：う治とだけなのである6：確かに被告

　ヱ68　　　　　　　　　　　　　　　　　－），，　9画｝t一



　　　　　　　　　　　　　　　　　カミュr異邦人』における「無関心」（鈴木）

は弁護士のこの指示を守づて，∴「ヤぽを愛じているが」・ど問り予審判事に下え

え，誰しもと同じ様に」（97）と答芝るに留あているめだから，も’し弁護士が

「間を置いた事実」や「後悔」についてもそれなりの指示を与えていたならば，

被告も検事の「強調」している点にもっと注意を払ったであろうし，裁判長に

も別様の答えを用意しておいたことであろう。結局弁護士は被告の「ママに対

する態度」の「薄情」さを「問題の核心」と考えたのでありi一それ以外のもの

が「論告の絶好の材料」（93）になる’とは思いもつかなかったということなの

である。’．

　それでは，検事は，犯行の非情さを証すものとして呈示した「予謀」性と

「間を置いた事実」・と「後悔」，の無さという三つの「証拠」‘のうち，「予謀」性

は根拠pe乏しいとしても，残り二つは被告の自白という最も確かな「証拠」が

あることから，そして公判においても弁護士の無能もあって被告側はこの二点

について有効な弁明を用意していないことは明らかに見えていることから，当

然定石どして予想される；「間を置いた事実」、と「後悔」の無忌’とりわけ前

者を．F問題の核心」｝『に据えて論告求刑を結ぶという策をと万たであろうか。検

事は下死刑を求刑」・ずる直前に次めように述べ淀い、るb「心の中で母を殺した

者は，自分に生命を与えた者に殺人の手を下した者と同様，人間社会かち離反

する存在である。ともかく，前者が後者の行為を準備している，’いわばそれを

予告し，正当化している。．〔∴…〕＜諸君は私の考えが大胆すぎるなどとお考え

にならないでしょう，、私が今この腰がけに坐づている男が，この法廷が明日裁

く筈の殺人についてもまた有罪であると言6たとしても。彼はそのような見地

から罰せられねばならないのです。〉」（144＞Tまた」といis言葉は確かに実際

に犯された犯行を前提にしている。しかしごこで被告が「また有罪」とされて

いる「父親殺し」（144）・に等置されているのはアラブ人殺害ではなく「心の中

で母を殺した」ごとなので’ある。・づまり，「心の中で母を殺した者」は丁本質

的」1t（1／37・）柁ぼ母に直接：「毅沢め手を㊦聴劃増婆りがなパ「そのまうな見

地から罰ぜられねばならない主と鹸事ほ言ぢ竜じSる砂漆あ乏5ご；ムク9ジ牙カミ最後
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に言うまiう’に；検事は，！「殺人の罪頂起訴土じながら，「母親ρ葬式で泣かなか

ったために死刑」（170）を求刑しているのである。t‥　　　　「　’1・1　・

　このような，始めは単なる傍証の位置にあったもの（「薄情」）が主題（犯行

の非情さ）を食ってしまうという，母親殺しのモチーフがもはや偏執的な様相

を呈している検事の論告は，本来から言えば，開廷にあたって「客観性」（123）

を標榜していた法廷審理の「真面目さを大きく阻害」するものであるだろう。

それは被告の「太陽のせいだ」という最終陳述と同程度に「滑稽」なものとな

る筈であろう。ところが，検事の弁論の孕むこの偏執性はそれほど目立っては

公判の場面を破綻させていない。その理由は，t第一には，被告の最終陳述の場

合とは異なって，検事¢）弁論を，被告を含めて誰も「笑」’（146）ったりはして

いないからである。検事は終始大「真面目」であり／f被告である語り手ムルソ

2一の口吻にも，弁護士に対する場合とは著しく相違して，そうした検事を椰楡

するようなところは殆ど認められなし・のである。第二には，法廷審理の「薄

情」から毒親殺じへの妄想的とも言うべき展開は，’決して検事側の一方的な臆

断と独走だけがもたらしたものではなく，被告側のそれを看過し黙許するかと

も見える態度に支えられた結果でもあるからである。成程弁護士は「一体全体

彼が告発された母親を葬ったからですか，それとも人を殺したからですか」と

一
応反論する構えは示したものの，それは「傍聴席」の「笑」いを引きだしたに

止まり，検事に・「私はこの男を犯罪人の心を以て母親を葬った廉で告発するの

です」と一喝されると忽ち「動揺しているようだった」し，被告自身も検事の言

葉が「公衆にかなりの効果を与えた」ことを観察し，，t事態が僕にとってうまく

いっ・ていないのを理解した」（136－137）にも拘らず，検事の誰弁的な「告発」に対

してまったく異論も不満も呈する気配がない。予審を控えて弁護士に「すべて

健康な人間は，自分の愛する者の死を多少とも希o．た筈だ」と言っていた被告

｝‡，「薄情」と「母親殺し」とを「本質的な関係⊥（137）で結び付ける検事の議

論を短絡であると舷で≒蹴虜るぽとが埣き鈎“のである・。又「薄情」と込う非

難延対する最も自然で有効な弁明の途を被告は自ら閉ざしてしまρてもいる。・

　170　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－10i一



　　　　　　　　　　　　　　　　カミュ『異邦人』における「無関心」（鈴木）

舶然の感情を押さえ｛＜y・権淑94Σと言うことを被告に禁じられで窮⑫た弁護士

はf葬式のごと」・を「口にじな⊥・倒8）’㌻いごどで逃げる他なからたのであるδい

’”

一方において，死刑求刑を聞いて「驚愕でぼんやりした」（145）り，判決を

控えて弁護士に「もし判決が不利だったら，破棄の可能性があるか」と尋ねて

いることからすると，’被告は「数年の禁固か懲役」（150）は巳むを得ないとし

ても死刑判決は少なくとも意識の氷準では予期していなかったことは明らかな

のであるから，他方での，審理の妄想的な展開を「さもありなんと思われる．も

の」’だと「明快」だとしてこれを黙許し助長する被告の構えは無意識的なもの

なのであり，主人公＝語り手が「客観」的に語り伝え・ているがに見える審理経

過は彼の無意識的過程に合わせて裁ち直されたものでありピそれを反映するも

のであると言えるのではなかろうか。即ち，主人公＝語り手を裁く法廷には彼

の内なる良心の法廷が投影されている，のであり，検事は彼の超自我であり，被

告は彼の自我であると言えるのではあるまいか。そして超自我（検事）の専制

的支配の前に自我（被告）は「小児のようになり，魂が空虚になってすべてを

受け入れる用意」（98）をしていると見てよいのではないだろうか。　’ビ．

．さて，審理の妄想的な展開がムノレソオの心中の無意識的過程を反映するもの

であり，又そこで彼の罪と罰が問われている以上それは彼の無意識的罪悪感の

反映なのだとすると，この無意識的罪悪感なるものの構造が問題にな：oて．くるも

　公判の審理過程は結局，ムルソオ自らが言うように，「人殺しで告発さ’れ

〔ながら〕，母の葬式に泣かなかっただめ1に死刑」の判決を受けたと総括され

る。・「泣かなか⇔た」という取るに足りない「過ち」の廉によっで極刑が科ざ

れているところに「微小過失」を認めることができよう。、・又「泣かなかっ「た」

とはこの場合勿論象徴的に言われていることであって，その背後にはそれ自体

としては「まったくどうでもよい」（17）ことだとムルゾオ自身が以前には考

えていた「ママの死に始まる数々の事実」（140）が彼の「薄情」な「ママに対

する態度上灌証し立てる1「過ち」ごとして集積じ㎏いるのであ（るがら，■、ごに

F罪の凝集⊥を認めるこ治がでぎま5ぷ翼に陸ξ、F間を置蚕た主と懸●始め彼に

　　　　　　　　　　　　　　　一一・102i－　　　　　　　　　　　　　　．1斑
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は乖殆鍾要髄持だな司1（991）1もの娑蹴だ微小癒過失がら発じてジ先ず

「情状を酌量する」‘余地のな’い殺人の罪を問われることになり㌧次いでやはり

始め彼には「事件になんの係わりもない」（95）と見えた「薄情」が「間を置

いた」ことと「本質的な関係」があるとされて「犯罪人の心を以て母親を葬っ、

た廉で告発」，されることとなりt、／　：更には「心の中で母を殺した者」’と断罪さ

れ，余人の「父綴し」についてまで晴罪栖る」とされると訪にも明ら

かに「罪の凝集⊥が認められると言ってよいだろう○

　罪の「償い」（166）’と「許し」（98）の可能性についてはどうであろうか。

「人間の裁き」は，ムルソオの罪を極刑に値するものとしたがジ彼が刑を受け

ることによbて彼の罪が「償」われうるとは言っていない。というのもい彼

は「人間社会から離反する存在」として「社会と何の係わりもない」者として

抹殺されるだけなのであって，・「人間の基本的な反応」（145＞の一つどしての

「償い」などはもはや微こは期待されていないからで1ある6ごケして「人間の

裁きは：・それだげで｝灘彼．rの罪を灘・清めはじなか＼った⊥（la5－166）「・と言え

る。又，彼が神を1「信1）な赫」《99），以上・は’「神の裁き」（165）は勿論無いわけ

なのだが，それととも’VC　’「神の裁き」によって「罪を洗い清め」ることも，

神の．「許し」を得て「罪の重荷」を「降ろしてしま」（165）うこともできない

という’亡とになる6つまり，彼の罪には罪の詐しの不可能性が認められるので

ある。一’・・t’ 　　　、　　　　　・　　　’　　　”・　　・㌧　「∴

　結論zどしては，一主入公＝語り手の1「興味」によつて象られた限りでの公判の

審理経過の妄想性は主人公＝’語り手の無意識的罪責感の妄想性の反映であ・り，

そこ，にはメ，テンコリ’・・一状況におけるく返済不可能な負い目の意識〉と相同的な

構造力確認ざれると，そしてこの罪責感の核心にある⑳は「母を心の中で殺し

た⊥という妄想的な確信であると言える。　　；i－‘；　”［tt

　さて，’今度は死刑判決後のムカソオの罪責意識を検討してみよう。先に引い

1だ・よう［ま亡③溶テ己∠ンごパ！ザパによ1れば隷「メ乏跡ユリそ壼者はその罪の意識を’罪f’ある

繊鱗鱗紗ている機縁灘導舗形嬢卿醗はないのであらて；版惣じぢ

　・1・7．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－llO3一



　　　　　　　　　　　　　　　　　カミュr異邦人」における「無関心」（鈴木）

官分自身を第一次的に罪あゐものと感じており》自分が罪責的であるための機

縁を・『選び出して』いるにすぎない。」へ換言すれば，メランコリー者の’f現存
一　、　　　　　　　　　　　　　　　ライヂン　　　　　　　　　　．

在の全体を充たしつく．して・いる苦悩の意味への問い⊥及びメランユリー者に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイチア　　　　　　　　　　　　　　　　　アイチア
おいてはそれと「表裏‘体」をなしている「苦悩の起源」あるいは「罪の起源
　　　　　　　　　　　タドトタユルト　　　　　　　　　　　　タロ　トロイエ　　　　　　　　　　　　　　　ザインス

への問い」の重点は，「行為の罪」’あるいは「行為の悔い」にではなく，「存在
v　XNV　　　　　　　　　　　　　　ザインスロイエ

の罪」あるいは1「存在の悔い」に置かれているということである。そこから，・

：「罪の機縁の方がそれに結びついた自責より、も『軽微』であ．る」とか，．「メラン

1リ．r者の罪業妄想においてしばしば途方もない姿を示す罪責感が，なんでも

ない，あるいは空想上の罪の機縁に向けられる」とか，「機縁がいろいろと

『交換可能』である」という事態が結果するのであるδ又伺じくそこから「罪

：責感が重大なものどなればなるほどヂあるいは同じことであるがヂメラジコ

リ←が深まれば深まるほど，それだけ罪責内容は現在から遠く離れた時点に求
　　　（271）

められる」という．現象も生ずるのであろう。「起源」は「現在から遠く離れた」

ところに’「求められる」ものだろうからである。　、　　，　　　　　　　　・

「意味ぺの問い」そのものは一「健康」なものなのだが，メランゴリー者にお

いてば「この問いに答えが与えられるよりも以前に，あの意識下⑳劣等感や自
　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（272）
責感が早くも立ち現われて，そめ答えの方向を前もって決是してしまう」ので

ある。，－l　　　tt、　　二．　　　　・t’　＾　　　　　、　・　．’・　　．・

　この’「起源への問いか：ら罪責感におけるその答えに至る道筋」，をデレ酩パッ

ノ・は症例に則して次のように辿ってみせているピ先ず，・「苦悩」．はあるがヂ「だ

れにも悪いこどをしたごとがない」と思われるめで「どう七てこんなめにあわ

なくちやならないtb」という問いが生まれる。しかし，・答えと七てゐ・畠「罪め機

縁は発見されずt－’むしろ否定されている」プウまり一「自責」ψま見られないピ次

いで，：’「メランコリーが重症化一するとともに機縁が見出され治ヂ自責が始ま」

る6「最初は自責は現在の時点に向げられていゐδそれがメラシコリーあ悪化
　　　　　　　　　　　（273）
に伴ちて」，t「適譲べの退行」力痂わる♂11－・㍍百に仁濃二ぽ⊃撫；苦で：蔑☆；ミ

：翻bてc死刑囚劫じソ冴め罪轍濠見宅漸糠うも・遍∂ド苦楢塗ばパタ練主

　　　　　　　　　　　　　　　　＝裏o▲＝　　　　　　　　　　　　　彌
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抄÷者の得体の知れない「苦悩」‘と異なうて，・原因がはっき1りしていると見え

る6i彼の丁苦悩」・は死刑囚二般に共通のそれであ’り，正しくは・「苦悩」1とすら

言えない6彼自ら「僕は絶望などしていない〔……〕僕はただ恐怖しているだ

けで，これは自然〔当然〕「だった」（164）と述べている。「説明」（164）しうる

「当然」の「苦悩」であればこそ，彼の口に「どうしてこんなめにあわなくち

ゃいけないの」という問いが上ることはないのであると考えられる。だが由来

の明確な「苦悩」も・あるのであって，．彼：にもそのような問いを発する資格はあ

るのだ。，「だれにも悪いことをしたことがない」という「確信」があるにも拘

らず死刑という「理不尽な」（169）罰を受けることになっているからである。、

　死刑囚ムノレソオは自分の罪と罰を振り返らて「殺人の罪で告発され〔なカミ

ら〕，母親の葬式で泣かなかった為に死刑を執行される」と総括している。自

分の犯した犯罪については，「僕はただ入から犯人だと言われただけだ。僕は

犯人だから償いをしている」（166）と．t「新聞はしばしば社会に対する負債に

ついて語る。彼らによると，それを支払わねばならない。しかしこれは想像に

訴えてこない」一（153）と言っており，予審からft貫して死刑囚の身となった現

在もやはり「真の後悔」（101）を覚えていないζとが分る。「行為の悔い」一が

ないめ｝ま，、自分の犯した殺人を彼が「行為の罪」と看倣していないからだろ

う。又「母親の葬式で泣かなかった」ことも「事件と何の係わりもない」（95）

と思われるのだからs一少なくとも意識の水準では，彼には自分を責めなければ

ならぬ理由が見当たらないということになる。従って，二．証人マリ＿の・「僕壬ム

ノレソオ〕．は何も悪いことをしていない」という主張は彼自身のものでもあ一D

たであろうから，実感としては己れの「無罪」（134）を「確信上する者が死刑

1とい堰悪の罰の前に立たされているわけで・．・・rうけいれることはできない」

（154）’処刑死をjヨ前にして「どうしてこんなめに」・という「苦悩」に充ちた問

いを発するのがむしろ「当然の成行」（162）の筈であろう。そして，冤罪で死

刑を執行されることに対して「恐怖」を抱い憶も「当然」の「苦悩⊥は訴えず，

陸悩」瑳鵬駒な騰う王阜は晩：團淀いう・間い掛けも見当たら蝕と

　　174　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“：rr　105－＝一



　　　　　　　　　　　　　　　　　カミュr異邦人』における「無関心」（鈴木）

すれば，むしろその理由が問われなければなるまい。：・で’”一パ：：・∴i，，i、i’

‘恒泳も悪いこ罐庚灘編・」という主勧旗「僕証しがち・た

1し，今も正しく，いつでも正レいのだ」（169）と・YNう極端な形で表現されFlい

るが，メランコリー者の場合それに相関的な「どうして⊥という問いの方がム

カソオの場合まつたく見当たらないのは，彼の「人が死ぬ以上は，いつどうし

てということは大した問題ではない」という考えからしてそれが無用の問いだ

からなのであるとひとまずは考えられる。処刑死も自然死と変らぬ人間の条件

としての死であるとしで「うけいれ」てしまえば，処刑死という「罰ももはや」

彼「には罰ではなくなっでしまった」というわけである。こうして1「罰」の

ないところに罪への問いが成り立つわけもないのだから。彼はいよy）よ己れの

「正し」さを「確信」し彼の罪責意識は死刑囚にな．つて却づ’て前メランコリー

状況の《返済苛能な負い目め意識〉に復帰していると言って〒よいように見え

る。だが1「死刑執行ぐらい重大なものはなく，結局のところ；これが入間に

とって真に興味ある唯一の事なの」（155）だとまで言っていたその男が，他方

で「いつどうしてということは大した問題ではない」として「死刑執行」とそ

れに絡まる「苦悩」め問題を一蹴してしまうのは，彼1「にとって真に興味ある

唯一の事」が「死刑執行」ではなくして実は「人は死ぬ」ということなのであ

るからだと言うこともできよう。もしそうなら，彼の「苦悩」の淵源を「真面

目さを大きく阻害」ざれている死刑「判決と，それが宣告された瞬間からの，

判決の冷酷な施行との間」．の」一滑稽な不調和」，q54Σの認識に求めるρは見当

違いなのであり，’そこに「苦悩」の影が見うけられないのは当然のことなので

あって，「苦悩」がもし見出せるとすれば「人は死ぬ」という認識の前において

こそであるということになろう。ところが彼自身は死を前にしで「苦悩」を覚

えず「ただ恐怖していゐだけだ」，と言っている。果してそれは真実であるの

カ、o　　　　　　　　　　　　’・：　　　j，　1’　　　1　　　　　・　　　，　　　　　　　　　　　　　　t

　　　　　－　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　一『（iiiの項つづく）
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　〔注〕（第3節つづき）　，：．、一．・：：・1，．1・’一∵：、・15，　冒・一一　一　・∴ぺいエ

⑭大馳前繊P疏、　　－4沐がこζで扱旦いるの｝‡．［琴？躁
⑭臓，．60．　　　　　’病」ではなく・「状泳よ・熔易醐
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